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低速車マーク

１ 「低速車マーク」を付けた農耕車を発見したら、減速する等、
追突防止に努めましょう。

２ 幅の広い作業機を装着していることもあるため、追い越す際
には、車幅に十分注意しましょう。

農耕車の事故の特徴

農耕車が関係する交通事故発生状況 追突事故の時間別発生状況

○ 農耕車が関係する事故のうち、追突される事故が約６割を占めています。
○ 追突事故の発生時間のうち、薄暮時から夜間(16時〜20時)が半数以上を占
めています。

１ 農耕車後部には後続車から見えやすい位置に「低速車マーク」
等を取り付けるとともに、灯火類を確実に点灯させ、灯火類に付
着した泥等は落としてから走行しましょう。

２ 追突時の投げ出しや頭部損傷を防ぐため、シートベルトや
ヘルメットを装着しましょう。

自動車を運転される方

農耕車を運転される方

交通事故の当事者とならないために

※平成28年〜令和７年の10年間
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